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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】熱安定性を改良し、更に柔軟性を高め、透明性を維持し、加熱による臭気発生が
少ないことを維持し、又食品等からの臭気の移りも小さいことも維持する、ポリエステル
の提供。
【解決手段】ジカルボン酸成分とジオール成分からなるポリエステルであって、ジカルボ
ン酸成分としてテレフタル酸が７７～９２モル％、イソフタル酸が３～１０モル％、ダイ
マー酸が５～１３モル％であり、ジオール成分としてエチレングリコールを含むポリエス
テル。ジオール成分として、ジエチレングリコールを２～５モル％含む、ポリエステル。
更に、ポリエステルに対して、チタン元素として３～３０質量ｐｐｍのチタン化合物と、
マグネシウム元素として、３～３０質量ｐｐｐのマグネシウム化合物と、リン元素として
３～３０質量ｐｐｍのリン化合物を含むことが好ましい、ポリエステル。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ジカルボン酸成分とジオール成分からなるポリエステルであって、ジカルボン酸成分と
してテレフタル酸が７７モル％以上９２モル％以下、イソフタル酸が３モル％以上１０モ
ル％以下、ダイマー酸が５モル％以上１３モル％以下であり、ジオール成分としてエチレ
ングリコールを含むポリエステル。
【請求項２】
　ジオール成分として、ジエチレングリコールが２モル％以上５モル％以下である請求項
1に記載のポリエステル。
【請求項３】
　ポリエステルがチタン化合物を含み、チタン化合物がポリエステルに対しチタン元素と
して３質量ｐｐｍ～３０質量ｐｐｍ含有する請求項１又は２に記載のポリエステル。
【請求項４】
　ポリエステルがマグネシウム化合物を含み、マグネシウム化合物がポリエステルに対し
マグネシウム元素として３質量ｐｐｍ～３０質量ｐｐｍ含有する請求項１乃至３のいずれ
か１項に記載のポリエステル。
【請求項５】
　ポリエステルがリン化合物を含み、リン化合物がポリエステルに対しリン元素として３
質量ｐｐｍ～３０質量ｐｐｍ含有する請求項１乃至４のいずれか１項に記載のポリエステ
ル。
【請求項６】
　食品容器に用いる請求項1乃至５のいずれか１項に記載のポリエステル。
【請求項７】
　食品包装材に用いる請求項１乃至５のいずれか１項に記載のポリエステル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ポリエステルに関する。詳しくは、食品容器に好適なポリエステルに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ポリエステル樹脂、例えばポリエチレンテレフタレートは、機械的強度、化学的
安定性、ガスバリア性、保香性、衛生性等に優れ、又、比較的安価で軽量であるために、
各種飲食品等の包装容器等として広く用いられている。但し、一般的にポリエステルは柔
軟性が劣ることよりその改良が求められていた。特許文献１、２及び３では、ジカルボン
酸成分としてダイマー酸を共重合した柔軟性が改良されたポリエステルが記載されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１７９７８１号公報
【特許文献２】特開２００７－１８６６７７号公報
【特許文献３】特開２００７－１９１５０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、これら従前知られたポリエステルでは、柔軟性が未だ不十分であり、又
、熱安定性が悪いという問題があった。
【０００５】
　本発明は上記問題点を解決するためになされたものである。すなわち、熱安定性を改良
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し、更に柔軟性を高め、透明性を維持し、加熱による臭気発生が少ないことを維持し、又
食品等からの臭気の移りも小さいことも維持する、ポリエステルを提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者は上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、ジカルボン酸成分とジオール
成分からなるポリエステルであって、ジカルボン酸成分として特定量のテレフタル酸、特
定量のイソフタル酸、特定量のダイマー酸を含み、ジオール成分として、エチレングリコ
ールを含むポリエステルとすることにより、熱安定性を改良し、更に柔軟性を高め、透明
性を維持し、加熱による臭気発生が少ないことを維持し、又食品等からの臭気の移りも小
さいことも維持することが可能となることを見いだし、本発明に至った。
【０００７】
　すなわち、本発明は以下である。
［１］ジカルボン酸成分とジオール成分からなるポリエステルであって、ジカルボン酸成
分としてテレフタル酸が７７モル％以上９２モル％以下、イソフタル酸が３モル％以上１
０モル％以下、ダイマー酸が５モル％以上１３モル％以下であり、ジオール成分としてエ
チレングリコールを含むポリエステル。
［２］ジオール成分として、ジエチレングリコールが２モル％以上５モル％以下である[
１]に記載のポリエステル。
［３］ポリエステルがチタン化合物を含み、チタン化合物がポリエステルに対しチタン元
素として３質量ｐｐｍ～３０質量ｐｐｍ含有する[１]又は[２]に記載のポリエステル。
［４］ポリエステルがマグネシウム化合物を含み、マグネシウム化合物がポリエステルに
対しマグネシウム元素として３質量ｐｐｍ～３０質量ｐｐｍ含有する[１]乃至[３]のいず
れかに記載のポリエステル。
［５］ポリエステルがリン化合物を含み、リン化合物がポリエステルに対しリン元素とし
て３質量ｐｐｍ～３０質量ｐｐｍ含有する［１］乃至［４］のいずれかに記載のポリエス
テル。
［６］食品容器に用いる［１］乃至［５］のいずれかに記載のポリエステル。
［７］食品包装材に用いる［１］乃至［５］のいずれかに記載のポリエステル。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明のポリエステルは、加熱による臭気の発生が少なく、又食品等からの臭気の移り
も小さく、更に柔軟性に優れ、透明性、熱安定性を有することより、種々の食品用の容器
、又は包装材料に適用することができる。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　（ポリエステル）
　以下に本発明の実施するための最良の形態を詳細に説明するが、以下に記載する構成要
件の説明は、本発明の実施態様の代表例であり、本発明はこれらの内容に限定されるもの
ではない。
　本発明のポリエステルは、ジカルボン酸成分とジオール成分からなるポリエステルであ
って、ジカルボン酸成分としてテレフタル酸が７７モル％以上９２モル％以下、イソフタ
ル酸が３モル％以上１０モル％以下、ダイマー酸が５モル％以上１３モル％以下であり、
ジオール成分としてエチレングリコールを含むポリエステルである。
【００１０】
　ジカルボン酸成分としてテレフタル酸は７９モル％以上９１モル％以下であることが好
ましく、８１モル％以上８９モル％以下であることがより好ましい。テレフタル酸が少な
すぎると耐熱性に劣る可能性がある。又テレフタル酸が多すぎると柔軟性に劣る場合があ
る。ジカルボン酸成分としてイソフタル酸は４モル％以上９モル％以下であることが好ま
しく、５モル％以上８モル％以下であることがより好ましい。イソフタル酸が少なすぎる
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と透明性が悪化する可能性がある。又イソフタル酸が多すぎると耐熱性、機械物性に劣る
場合がある。ジカルボン酸成分としてダイマー酸は５モル％以上１２モル％以下であるこ
とが好ましく、６モル％以上１１モル％以下であることがより好ましい。ダイマー酸が少
なすぎるとポリエステルの柔軟性が低下する可能性がある。又ダイマー酸が多すぎると熱
安定性が低下する場合がある。
　尚、本発明におけるダイマー酸とは、炭素数１６以上の不飽和脂肪族カルボン酸の二量
体又はその水添物をいう。このダイマー酸は、例えば、大豆油や菜種油、牛脂、トール油
などの非石油原料から抽出された炭素数１６以上の不飽和カルボン酸（例えば、リノール
酸やオレイン酸を主成分とする不飽和脂肪族カルボン酸）の混合物を二量体化又はそれを
水添して得ることができる。このような製法を用いてダイマー酸を得ると、不純物として
、過剰に反応した三量体、未反応物である不飽和脂肪族カルボン酸が含有される。該不純
物はポリエステルにおいてはブリードアウトやゲル化の原因となるため、可能な限り少な
いことが好ましい。
　ダイマー酸は不飽和結合を含み、そのまま使用すると重合中に分岐反応が進行したり、
ポリエステル樹脂の色調を悪化させる可能性があることから水添されたものであることが
好ましい。
　尚、ポリエステルのジカルボン酸成分は１Ｈ－ＮＭＲスペクトルを測定することにより
定量することができる。
【００１１】
　本発明のポリエステルは、本発明の効果を妨げない範囲において、テレフタル酸、イソ
フタル酸及びダイマー酸以外の他のジカルボン酸成分を含んでいてもよい。他のジカルボ
ン酸成分としては例えば、フタル酸、スルホイソフタル酸ナトリウム、フェニレンジオキ
シジカルボン酸、４，４’－ジフェニルジカルボン酸、４，４’－ジフェニルエーテルジ
カルボン酸、４，４’－ジフェニルケトンジカルボン酸、４，４’－ジフェノキシエタン
ジカルボン酸、４，４’－ジフェニルスルホンジカルボン酸、２，６－ナフタレンジカル
ボン酸等の芳香族ジカルボン酸、ヘキサヒドロテレフタル酸、ヘキサヒドロイソフタル酸
等の脂環式ジカルボン酸、及び、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、スベ
リン酸、アゼライン酸、セバシン酸、ウンデカジカルボン酸、ドデカジカルボン酸等の脂
肪族ジカルボン酸、並びにこれらの炭素数１～４程度のアルキル基を有するエステル、及
びハロゲン化物等が挙げられ、これらの一種又は二種以上が混合して含んでいてもよい。
【００１２】
　ジオール成分としては、エチレングリコールを含む。エチレングリコールは全ジオール
成分に対し、９５モル％以上９８モル％以下が好ましく、９６モル％以上９８モル％以下
がより好ましい。前記範囲であることより熱安定性に優れたポリエステルとなる可能性が
ある。
【００１３】
　エチレングリコール以外のジオール成分としては、ジエチレングリコールを含むことが
好ましく、ジエチレングリコールは全ジオール成分に対し２モル％以上５モル％以下が好
ましく、２モル％以上４モル％以下がより好ましい。前記範囲であることよりポリエステ
ルの熱安定性が良好となり、透明性が向上する傾向にある。
　尚、ポリエステルの各ジオール成分はポリエステルを加水分解した後、分解物をガスク
ロマトグラフィーにより測定することにより定量することができる。
　ポリエステル中のジエチレングリコール量を制御する方法は、まず、ポリエステル製造
時に原料として使用するジエチレングリコール量を調整する方法が挙げられる。
　また、ポリエステル中のジエチレングリコールはポリエステル製造時に原料として使用
するエチレングリコール２分子が脱水結合し、ジエチレングリコールとなり、ポリエステ
ル中にジオール成分として組み込まれる場合もある。その制御方法としては、原料として
使用するジカルボン酸成分に対する、原料として使用するエチレングリコールを含むジオ
ール成分の仕込みモル比を上げるとエチレングリコールの２分子化は促進されジエチレン
グリコール量は増加する傾向となる場合がある。又水酸化ナトリウム等の金属水酸化物や
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テトラエチルアンモニウムヒドロキシド等のアルカリ成分存在下でエステル化反応を行う
とエチレングリコールの２分子化が抑制されジエチレングリコール量は低下する傾向とな
る可能性がある。
【００１４】
　本発明のポリエステルは、本発明の効果を妨げない範囲において、エチレングリコール
、ジエチレングリコール以外の他のジオール成分を含んでいてもよい。他のジオール成分
としては例えば、トリメチレングリコール、テトラメチレングリコール、ペンタメチレン
グリコール、ヘキサメチレングリコール、オクタメチレングリコール、デカメチレングリ
コール、ネオペンチルグリコール、２－エチル－２－ブチル－１，３－プロパンジオール
、ポリエチレングリコール、ポリテトラメチレンエーテルグリコール、等の脂肪族ジオー
ル、１，２－シクロヘキサンジオール、１，４－シクロヘキサンジオール、１，１－シク
ロヘキサンジメチロール、１，４－シクロヘキサンジメチロール、２，５－ノルボルナン
ジメチロール等の脂環式ジオール、及び、キシリレングリコール、４，４’－ジヒドロキ
シビフェニル、２，２－ビス（４’－ヒドロキシフェニル）プロパン、２，２－ビス（４
’－β－ヒドロキシエトキシフェニル）プロパン、ビス（４－ヒドロキシフェニル）スル
ホン、ビス（４－β－ヒドロキシエトキシフェニル）スルホン酸等の芳香族ジオール、並
びに、２，２－ビス（４’－ヒドロキシフェニル）プロパンのエチレンオキサイド付加物
又はプロピレンオキサイド付加物、ダイマージオール等が挙げられ、それらが一種又は二
種以上が混合して含んでいてもよい。
【００１５】
　本発明のポリエステルはチタン化合物が含まれていることが好ましい。チタン化合物の
含有量は、チタン原子としてポリエステルに対して、３質量ｐｐｍ～３０質量ｐｐｍであ
ることが好ましく、３質量ｐｐｍ～２０質量ｐｐｍであることがより好ましく、５質量ｐ
ｐｍ～１０質量ｐｐｍであることがさらに好ましい。前記範囲内であることより、ポリエ
ステルの色調が良好になり、熱安定性が向上する傾向にある。ポリエステル中のチタン原
子含有量は、誘導結合プラズマ発光分光分析法により定量することができる。
　尚、該チタン化合物は本発明のポリエステルを製造する際のエステル交換触媒として使
用されるものであることが好ましい。エステル交換触媒として使用されるチタン化合物と
しては、従来公知のチタン化合物から適宜選択して使用することができ、チタンの酸化物
、水酸化物、アルコキシド、酢酸塩、炭酸塩、蓚酸塩、及びハロゲン化物等が挙げられる
。
【００１６】
　本発明のポリエステルはマグネシウム化合物が含まれていることが好ましい。マグネシ
ウム化合物の含有量は、マグネシウム原子としてポリエステルに対して、３質量ｐｐｍ～
３０質量ｐｐｍであることが好ましく、３質量ｐｐｍ～２０質量ｐｐｍであることがより
好ましく、５質量ｐｐｍ～１０質量ｐｐｍであることがさらに好ましい。前記範囲内であ
ることより、ポリエステルの色調が良好になり、熱安定性が向上する傾向にある。ポリエ
ステル中のマグネシウム原子含有量は、誘導結合プラズマ発光分光分析法により定量する
ことができる。
　尚、該マグネシウム化合物は本発明のポリエステルを製造する際のエステル交換触媒と
して使用されるものであることが好ましい。マグネシウム化合物としては、従来公知のマ
グネシウム化合物から適宜選択して使用することができ、マグネシウムの酸化物、水酸化
物、アルコキシド、酢酸塩及び炭酸塩等が挙げられる。
【００１７】
　本発明のポリエステルはリン化合物が含まれていることが好ましい。リン化合物の含有
量は、リン原子としてポリエステルに対して、３質量ｐｐｍ～３０質量ｐｐｍであること
が好ましく、３質量ｐｐｍ～２０質量ｐｐｍであることがより好ましく、５質量ｐｐｍ～
１０質量ｐｐｍであることがさらに好ましい。前記範囲内であることより、熱安定性が向
上する傾向にある。ポリエステル中のリン原子含有量は、誘導結合プラズマ発光分光分析
法により定量することができる。
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　尚、該リン化合物は本発明のポリエステルを製造する際の安定剤として使用されるもの
であることが好ましい。
【００１８】
　本発明のポリエステルの固有粘度は０．４０ｄＬ／ｇ～１．００ｄＬ／ｇであることが
好ましく、より好ましくは０．４５ｄＬ／ｇ～０．９０ｄＬ／ｇ、更に好ましくは０．４
８ｄＬ／ｇ～０．８５ｄＬ／ｇである。固有粘度が上記範囲内であると生産性を悪化させ
ずに、成形加工性に優れたポリエステルとすることが可能となる。
【００１９】
　本発明のポリエステルの末端カルボキシル基量は、１当量／トン～５０当量／トンであ
ることが好ましく、より好ましくは２当量／トン～４０当量／トン、更に好ましくは４当
量／トン～２０当量／トンである。末端カルボキシル基量が上記範囲であると耐加水分解
性が良好になる傾向にある。
【００２０】
（ポリエステルの製造方法）
　本発明のポリエステルの製造方法は特に制限されるものではなく、通常の方法を適用す
ることができる。例えば、テレフタル酸又はそのエステル形成性誘導体、イソフタル酸又
はそのエステル形成性誘導体を含むジカルボン酸成分とエチレングリコール、好ましくは
ジエチレングリコールを含むジオール成分とを、所定割合で攪拌下に混合して原料スラリ
ーとする工程、次いで、該原料スラリーを常圧又は加圧下で加熱して、エステル化反応さ
せ工ポリエステル低重合体（以下「オリゴマー」と称する場合がある。）とする工程、次
いで、得られたオリゴマーにダイマー酸又はそのエステル形成性誘導体を添加し、エステ
ル交換触媒等の存在下に、漸次減圧するとともに、加熱して、溶融重縮合反応させポリエ
ステルを得る工程、又、必要に応じて得られたポリエステルを更に固相重縮合反応に供し
てもよい。
【００２１】
　尚、ダイマー酸又はそのエステル形成性誘導体は原料スラリーに添加する方法、オリゴ
マーに添加する方法のいずれの方法も適用することができる。
　エステル交換触媒としては、例えば、三酸化二アンチモン等のアンチモン化合物；二酸
化ゲルマニウム、四酸化ゲルマニウム等のゲルマニウム化合物；テトラメチルチタネート
、テトライソプロピルチタネート、テトラブチルチタネート等のチタンアルコラート、テ
トラフェニルチタネート等のチタンフェノラート等のチタン化合物；ジブチルスズオキサ
イド、メチルフェニルスズオキサイド、テトラエチルスズ、ヘキサエチルジスズオキサイ
ド、シクロヘキサヘキシルジスズオキサイド、ジドデシルスズオキサイド、トリエチルス
ズハイドロオキサイド、トリフェニルスズハイドロオキサイド、トリイソブチルスズアセ
テート、ジブチルスズジアセテート、ジフェニルスズジラウレート、モノブチルスズトリ
クロライド、トリブチルスズクロライド、ジブチルスズサルファイド、ブチルヒドロキシ
スズオキサイド、メチルスタンノン酸、エチルスタンノン酸、ブチルスタンノン酸等のス
ズ化合物；酢酸マグネシウム、水酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、酸化マグネシウ
ム、マグネシウムアルコキサイド、燐酸水素マグネシウム等のマグネシウム化合物、酢酸
カルシウム、水酸化カルシウム、炭酸カルシウム、酸化カルシウム、カルシウムアルコキ
サイド、燐酸水素カルシウム等のカルシウム化合物等が挙げられる。中でも、反応効率が
良好であることよりチタン化合物、マグネシウム化合物が好ましい。チタン化合物として
テトラブチルチタネートがより好ましく、マグネシウム化合物としては酢酸マグネシウム
がより好ましい。尚、これらの触媒は、単独でも２種以上混合して使用することもできる
。
【００２２】
　また、ポリエステルの製造時、エステル交換触媒と共に安定剤を併用することが好まし
く、安定剤としては、正リン酸、ポリリン酸、及び、トリメチルホスフェート、トリエチ
ルホスフェート、トリ－ｎ－ブチルホスフェート、トリオクチルホスフェート、トリフェ
ニルホスフェート、トリクレジルホスフェート、トリス（トリエチレングリコール）ホス
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フェート、エチルジエチルホスホノアセテート、メチルアシッドホスフェート、エチルア
シッドホスフェート、イソプロピルアシッドホスフェート、ブチルアシッドホスフェート
、モノブチルホスフェート、ジブチルホスフェート、ジオクチルホスフェート、トリエチ
レングリコールアシッドホスフェート等の５価のリン化合物、亜リン酸、次亜リン酸、及
びジエチルホスファイト、トリスドデシルホスファイト、トリスノニルデシルホスファイ
ト、トリフェニルホスファイト等の３価のリン化合物等が挙げられる。これらの中、３価
のリン化合物は５価のリン化合物よりも一般に還元性が強く、重縮合触媒として添加した
金属化合物が還元されて析出し、異物を発生する原因となる場合があるので、５価のリン
化合物の方が好ましい。
【００２３】
　該溶融重縮合反応における反応圧力は絶対圧力で０．００１ｋＰａ～１．３３ｋＰａで
あることがこのましい。又反応温度としては、２２０℃～２８０℃であることが好ましく
、２３０℃～２６０℃であることがより好ましい。又固相重縮合反応は減圧下または不活
性ガス雰囲気下であり、反応温度は１８０℃～２２０℃であることが好ましい。固相重縮
合反応の反応時間は５時間～４０時間であることが好ましい。
　前記溶融重縮合反応条件、固相重縮合反応条件とすることにより所望の固有粘度を有す
るポリエステルとすることが可能となる。
【００２４】
　本発明のポリエステルは、その用途に応じて更に結晶核剤、酸化防止剤、着色防止剤、
顔料、染料、紫外線吸収剤、離型剤、易滑剤、難燃剤、帯電防止剤、無機及び／又は有機
粒子等を配合することができる。
【実施例】
【００２５】
　以下、実施例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明はその要旨を超えない限り
以下の実施例に限定されるものではない。
【００２６】
　＜固有粘度（ＩＶ）＞
　試料約０．２５ｇを、フェノール／１，１，２，２－テトラクロロエタン（質量比１／
１）の混合溶媒約２５ｍＬに、濃度が１．００ｇ／ｄＬとなるように溶解させた後、３０
℃まで冷却し、３０℃において全自動溶液粘度計（センテック社製、「ＤＴ５５３」）に
て、試料溶液の落下速度、溶媒のみの落下秒数それぞれを測定し、以下の式により、固有
粘度（ＩＶ）を算出した。
ＩＶ＝（（１＋４ＫＨηｓｐ）０．５－１）／（２ＫＨＣ）
　ここで、　ηｓｐ=η／η０－１　であり、ηは試料溶液の落下秒数、η０は溶媒のみ
の落下秒数、Ｃは試料溶液濃度（ｇ／ｄＬ）、ＫＨはハギンズの定数である。ＫＨは０．
３３を採用した。なお試料の溶解条件は、１１０℃で３０分間とした。
【００２７】
＜末端カルボキシル基濃度＞
　試料を粉砕した後、熱風乾燥機にて１４０℃で１５分間、乾燥させ、デシケーター内で
室温まで冷却した試料から、０．１ｇを精秤して試験管に採取し、ベンジルアルコール３
ｍｌを加えて、乾燥窒素ガスを吹き込みながら１９５℃、３分間で溶解させ、次いで、ク
ロロホルム５ｍｌを徐々に加えて室温まで冷却した。この溶液にフェノールレッド指示薬
を１～２滴加え、乾燥窒素ガスを吹き込みながら撹拌下に、０．１Ｎの水酸化ナトリウム
のベンジルアルコール溶液で滴定し、黄色から赤色に変じた時点で終了とした。また、ブ
ランクとして、ポリエステル試料を溶解させずに同様の操作を実施し、以下の式によって
末端カルボキシル基量（酸価）を算出した。
　末端カルボキシル量（当量／トン）＝（ａ－ｂ）×０．１×ｆ／ｗ 
（ここで、ａは、滴定に要した０．１Ｎの水酸化ナトリウムのベンジルアルコール溶液の
量（μｌ）、ｂは、無試料で滴定に要した０．１Ｎの水酸化ナトリウムのベンジルアルコ
ール溶液の量（μｌ）、ｗはポリエステルの試料の量（ｇ）、ｆは、０．１Ｎの水酸化ナ
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トリウムのベンジルアルコール溶液の力価である。）
【００２８】
＜ポリエステル中の各ジオール成分の定量＞
　ウィレー型粉砕機にて、１．５ｍｍ穴の目皿を用いて粉砕したポリエステル３ｇに、４
Ｎ－ＫＯＨ／メタノール溶液３０ｍｌを加えて還流冷却器をセットし、マグネチックスタ
ーラ付きホットプレート（表面温度２００℃）上で攪拌しながら、９０分間加熱還流し加
水分解した。流水につけて冷却後、高純度テレフタル酸約１２ｇを加えて、十分振とうし
て中和し、ｐＨを９以下としたスラリーを、１１Ｇ－４グラスフィルターを用いて濾過し
た後、メタノール２ｍｌで２回洗浄して濾液と洗液を合わせ、ガスクロマトグラフィーへ
の供試液とする。供試液１μｌをマイクロシリンジにて、（株）島津製作所製ガスクロマ
トグラフィー（形式ＧＣ－１４Ａ）に注入し、各ジオール成分のピークの面積から、全ジ
オール成分に対する各ジオール成分のモル％を、下式に従い計算した。
　 特定のジオール成分のモル％＝（ＡCO×ＣfCO）／（Σ（Ａ×Ｃf））×１００
ＡCO：特定のジオール成分の面積（μＶ・秒）, ＣfCO：特定のジオール成分の補正係数
Ａ：各ジオール成分の面積（μＶ・秒）, Ｃf：各ジオール成分の補正係数
なお、ガスクロマトグラフィーの使用条件としては、
カラム ：Ｊ＆Ｗ社製「ＤＢ－ＷＡＸ」（０．５３ｍｍ×３０ｍ）
カラム温度：８０℃～１６０℃, 気化室温度：２３０℃, 検出器温度：２３０℃, ガス流
量：キャリア（窒素）：１０ｍｌ／ｍｉｎ, 水素：０．５ｋｇ／ｃｍ２, 空気：０．５ｋ
ｇ／ｃｍ２, 検出器：ＦＩＤ, 感度：１０２ＭΩ とした。
【００２９】
＜ポリエステル中の各ジカルボン酸の定量＞
　ポリエステル　約２０ｍｇを重クロロホルム／重ヘキサフルオロイソプロパノール（７
／３）混合溶媒０．７５ｍｌに溶解させ、重ピリジン２５μｌを添加して試料溶液とした
。該試料溶液を外径５ｍｍのＮＭＲ試料管に入れ、Ｂｒｕｋｅｒ社製ＡＶＡＮＣＥ４００
分光計を用い、室温で１Ｈ－ＮＭＲスペクトルを測定し、ポリエステルの全ジカルボン酸
単位のうちの各ジカルボン酸単位の割合を求めた。
【００３０】
＜ポリエステル中の各種元素含有量＞
　ケルダールフラスコに試料２．０ｇを秤量し、硫酸を１２ｍＬと過酸化水素を添加（過
酸化水素は適宜添加する）し、完全に溶解するまで湿式分解を行った後、超純水で所定濃
度に希釈した。この溶液中の各種元素量は誘導結合プラズマ発光分光分析装置（ＪＯＢＩ
Ｎ　ＹＶＯＮ社製　ＪＹ４６Ｐ）を用いて定量を行い、試料当たりの量（質量ｐｐｍ）に
換算した。
【００３１】
＜全光線透過率　％＞
　ポリエステルぺレットを６０℃で１２時間空気乾燥機にて乾燥し、日精樹脂工業製FE80
S12ASEを用いて以下の条件で下記の機械物性測定に使用する成形片を射出成型した。
　成形温度：２５０℃（シリンダー設定）
　金型温度：８０℃（表面温度）
　射出速度：２００ｍｍ±１００ｍｍ／ｓ（射出時間約２秒）
　保圧時間：２０秒
　冷却時間：１０秒
　成形板：厚み　２ｍｍｔ　２５ｍｍＸ３０ｍｍ
　この成形板の全光線透過率をヘーズメーター（日本電色工業社製「ＮＤＨ－３００Ａ」
）にて測定した。
【００３２】
＜ポリエステルの融点（Ｔｍ）、ガラス転移温度（Ｔｇ）、Ｔｃ（結晶化温度）＞
　ポリエステルの融点（Ｔｍ）、ガラス転移温度（Ｔｇ）、Ｔｃ（結晶化温度）はＤＳＣ
（示差走査熱量計）により測定した。測定条件としては、－１０℃から３００℃まで２０
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℃／ｍｉｎで昇温し、３００℃で３分間保持したのち２０℃／ｍｉｎで急冷した後に、再
度－１０℃から３００℃まで２０℃／ｍｉｎで昇温し、吸熱ピークの温度を融点（Ｔｍ）
とし、ガラス転移変曲点をガラス転移温度（Ｔｇ）とし、発熱ピークを結晶化温度（Ｔｃ
）とした。
【００３３】
＜色調ｂ値＞
　ポリエステルペレットを、内径３６ｍｍ、深さ１５ｍｍの円柱状の粉体測色用セルに充
填し、測色色差計（日本電色工業社製「ＺＥ２０００」）を用いて、ＪＩＳ　Ｚ８７３０
の参考１に記載されるＬａｂ表色系におけるハンターの色差式の色座標ｂ値を、反射法に
より測定セルを９０度ずつ回転させて４箇所測定した値の単純平均値として求めた。
【００３４】
＜引張弾性率、破断強度、破断伸度＞
　ポリエステルペレットを６０℃で１２時間、空気乾燥機にて乾燥したのち、射出成形機
（住友重機械（株）製：型式Ｓ－７５ＭIII）を使用し、シリンダー温度２５０℃、金型
温度８０℃にて、ＩＳＯ試験片に成形した。該ＩＳＯ試験片についてＩＳＯ５２７に従い
、引張弾性率、破断強度、破断伸度を測定した。
【００３５】
＜曲げ弾性率、曲げ強度＞
　ポリエステルぺレットを６０℃で１２時間、空気乾燥機にて乾燥し、日精樹脂工業製FE
80S12ASEを用いて以下の条件で下記の機械物性測定に使用する成形片を射出成型した。
成形温度：２５０℃（シリンダー設定）
金型温度：８０℃（表面温度）
射出速度：２００ｍｍ±１００ｍｍ／ｓ（射出時間約２秒）
保圧時間：２０秒
冷却時間：１０秒
　得られた試験片について　株式会社東洋精機製作所製 曲げ試験機：製品名：ベンドグ
ラフＩＩ　型式：B　を用いて使用してJIS K7171の方法で曲げ試験を実施し、曲げ弾性率
、曲げ強度を測定した。
ベンドグラフＩＩ、ロードセル２ｋN
試験速度＝２ｍｍ／ｍｉｎ
試験片：８０ｍｍ×１０ｍｍ×４ｍｍ
支点間距離：６４ｍｍ
圧子=5R、支持台＝５Ｒ
弾性率算出：Ｐ１＝０．０５％、Ｐ２＝０．２５％
【００３６】
＜滞留熱安定性評価＞
　ポリエステルぺレットを１２０℃で８時間空気乾燥機にて乾燥し、東洋精機社製キャピ
ログラフを用いて熱安定性評価を行った。キャピラリーはＬ／Ｄ＝１０ (穴径１ｍｍ）を
用いた。シリンダー温度を２５０℃に設定し、ペレット充填後を３０分間ホールドした。
ホールド後、５０ｍｍ／ｍｉｎの速度で押し出し、サンプリングし固有粘度（ＩＶ）を測
定した。
【００３７】
＜非臭着性評価＞
　ポリエステルぺレットを１２０℃で８時間空気乾燥機にて乾燥し、プレス成形機を用い
て厚さ２ｍｍ、長さ５０ｍｍ、幅５ｍｍの試験片を調製した。該試験片を、コーヒー充填
されたガラス容器、ワイン充填されたガラス容器にそれぞれ封入し、アルミ袋に入れて冷
蔵庫で１週間保管した。開封後の試験片を取り出し、臭いを嗅ぐことにより以下の基準で
評価した。
○：臭気を感じず
△：臭気をわずかに感じる
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×：臭気を感じる
【００３８】
＜臭気評価＞
　ポリエステルペレット１００ｇをガラス管に充填密封し、ポリエステルの融点＋２０℃
の温度にて１時間加熱した。加熱後、開封し、臭いを嗅ぐことにより以下の基準で評価し
た。
○：臭気を感じず
△：臭気をわずかに感じる
×：臭気を感じる
【００３９】
　（実施例１）
　テレフタル酸５０．０質量部、イソフタル酸２．６０質量部およびエチレングリコール
５３．６質量部を攪拌装置、昇温装置及び留出液分離塔を備えたエステル化反応槽に仕込
み、温度２５０℃、圧力０．９０ｋｇ／ｃｍ２にてエステル化反応を４時間行った。
　次に、該エステル化反応槽にテレフタル酸３３．３質量部、イソフタル酸１．８９質量
部及びエチレングリコール１６．９質量部で調製したスラリーをエステル化反応槽に仕込
み、温度２５０℃、常圧下で４時間エステル化反応を行ない、ポリエステル低重合体（オ
リゴマー）を得た。
　次いで、該オリゴマーを、留出管を備えた攪拌機付き重縮合反応槽へ移送し、炭素数３
６の水添ダイマー酸（クローダジャパン製Ｐｒｉｐｏｌ１００９）を８．９質量部添加し
、さらにエステル交換触媒として、酢酸マグネシウムのエチレングリコール溶液（３．０
重量％濃度）を０．１５質量部、テトラブトキシチタネートのエチレングリコール溶液（
１．０重量％濃度）を０．３６質量部、安定剤としてエチルアシッドホスフェートのエチ
レングリコール溶液（１．５重量％濃度）を０．１５質量部添加した。
　該重縮合反応槽内温度を２５０℃に保ちながら、２時間かけて圧力を０．１３ｋＰａに
減圧し、次いで、同圧力にて３時間反応を行い、反応系を常圧に戻し反応を終了した。得
られたポリエステルを該重縮合反応槽の底部からストランドとして抜き出し、水中を潜ら
せた後、カッターで該ストランドをカットすることによりポリエステルペレットを得た。
結果を表１にまとめた。
【００４０】
　＜実施例２＞
　実施例１において、エステル交換触媒のテトラブトキシチタネートのエチレングリコー
ル溶液（１．０重量％濃度）を０．２９質量部に変更し、０．１３ｋＰａの減圧度で２時
間重縮合反応を行った以外は、実施例１と同様の方法で行った。結果を表１にまとめた。
【００４１】
　＜実施例３＞
　実施例１においてエステル交換触媒の酢酸マグネシウムのエチレングリコール溶液（３
．０重量％濃度）を０．２０質量部、テトラブトキシチタネートのエチレングリコール溶
液（１．０重量％濃度）を０．４７質量部、安定剤としてエチルアシッドホスフェートの
エチレングリコール溶液（１．５重量％濃度）を０．２０質量部、テレフタル酸量を３０
．５質量部、イソフタル酸量を１．７９質量部、ダイマー酸量を１２．１質量部、エチレ
ングリコール量を１６．１質量部に変更した以外は、実施例１と同様の方法で行った。結
果を表１にまとめた。
【００４２】
　＜比較例１＞
　実施例１においてテレフタル酸量を４１．１質量部、イソフタル酸量を２．１６質量部
、エチレングリコール量を１９．４質量部にし、ダイマー酸を仕込まなかった以外は、実
施例１と同様の方法で行った。結果を表１にまとめた。
【００４３】
　＜参考例＞
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　低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）を用いて評価を行った。結果を表１にまとめた。
【００４４】
【表１】

【００４５】
　本発明のジカルボン酸成分として特定量のテレフタル酸、特定量のイソフタル酸、特定
量のダイマー酸を含み、ジオール成分として、エチレングリコールを含むポリエステルは
、実施例で示されているように、曲げ弾性率が小さく、破断伸度が大きいことより柔軟性
に優れ、全光線透過率が大きいことより透明性が良好で、滞留熱安定性が良好なことから
熱安定性に優れ、又加熱による臭気発生が少なく、食品からの臭気の移りである臭着性も
小さいことがわかる。
　これに対し、比較例１は曲げ弾性率が大きく柔軟性に劣ることが明らかである、更に熱
安定性も格段に低くなっている。
　以上より、本発明のポリエステルは加工性に優れ、透明性が良好であり、熱安定性が良
好であり、臭気発生が少なく、臭着性も小さいことより食品容器や食品包装材に有用であ
る。
　例えば、食品容器としては、本発明のポリエステルを射出成形により、プリフォームと
し、該プリフォームを延伸ブロー成形、又は、押出成形によってパリソンとし、該パリソ
ンをブロー成形することにより、ボトルやチューブ等の容器とし、醤油、ソース、みりん
、ドレッシング、マヨネーズ等の液状調味料等を内蔵することができる。
　また、該ポリエステルを押出成形によってシートとし、該シートを二軸延伸によりフィ
ルム等とし、ジャム等の食品を包む、食品包装材として利用することが可能である。
　尚、本発明のポリエステルを前記食品容器や前記食品包装材として使用する場合、ポリ
エステル以外の他の樹脂と併用してもよい。例えば、ポリエステルとガスバリア性を有す
る他の樹脂（例えばエチレン-ビニルアルコール共重合体）又はヒートシール性を有する
他の樹脂（例えばポリエチレン）との多層体とすることもできる。
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